
市長との対話日 ─────────────────────────────────────
　６月５日（金）　午前９時～正午　市長応接室
※５月２８日（木）までに市秘書人事グループ（内線309）へ申込
※公務の都合により変更になる場合があります。
税務相談（税理士） ───────────────────────────────────
　５月１２日（火）　午後１時～３時　市役所相談室
※相続・贈与・譲渡・住宅取得・申告などに関する税一般
　予約優先（内線216）
労働相談（西三河事務所職員） ─────────────────────────
　５月１３日（水）　午後１時～４時　市役所相談室
※職場での悩みごと・困りごとなど（解雇・賃金・労働時間など）
　予約制（内線216）
市民相談（市市民窓口グループ職員） ───────────────────
　平日　午前８時30分～午後５時15分　市役所相談室
※市役所への意見・要望など（内線216）
外国人への相談（ポルトガル語・ベトナム語のわかる相談員）
　平日　午前８時30分～午後５時
　市市民窓口グループ（内線216）※庁舎内の案内、通訳など
人権相談（人権擁護委員） ─────────────────────────────
　５月７日（木）　午後1時～3時　市役所相談室
※いじめ、虐待、差別などの人権問題（内線216）
行政相談（行政相談委員） ─────────────────────────────
　５月７日（木）　午後１時～3時　市役所相談室
※国・県・市などに対する苦情・要望など（内線216）
消費生活相談（消費生活相談員） ───────────────────────
　５月１３・２０・２７日（水）　午後1時～４時
　市役所相談室　※消費者トラブルの相談など（内線263）
教育相談 ───────────────────────────────────────────
・いじめ不登校　月～金　午前８時30分～午後５時15分
　ほっとスペース（いきいき広場３階）
・学習、進路　月～金　午前８時30分～午後５時15分
　いきいき広場3階学校経営グループ
※事前に、ほっとスペース（☎53-5101）または
　 いきいき 学校経営グループ（内線345）へ申込
心配ごと相談（弁護士） ───────────────────────────────
　５月１４・２１日（木）　午後１時～３時４５分　いきいき広場
※予約制。社会福祉協議会（☎52-2002）へ申込
介護相談（地域包括支援センター職員） ─────────────────
　平日　午前8時３０分～午後7時　いきいき広場
　土曜日　午前８時３０分～午後５時１５分　いきいき広場
　（☎52-9610）
家庭児童相談（家庭児童相談員） ───────────────────────
　平日　午前９時～午後４時　いきいき広場
　（☎52-9872）　※子どもと家庭の悩みごとなど
母子・父子自立支援相談（母子・父子自立支援員） ─────────
　平日　午前９時～午後４時　いきいき広場（☎52-987２）
※自立に必要な情報提供・指導・相談など
心理相談（臨床心理士） ───────────────────────────────
　毎週水曜日　午後１時～3時　
※予約制。いきいき広場（☎52-9871）へ申込
障がい相談（相談支援専門員） ─────────────────────────
　平日　午前８時30分～午後５時15分　
　いきいき広場（☎54-3009）

相 談各種 高浜市役所 ☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0

□市市役所本庁舎、■いきいき いきいき広場

■人　口／49,298人（男 25,653人・女 23,645人）
■世帯数／20,735世帯
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広報たかはまについて

　新型コロナウイルスの関係で、掲載さ
れている事業などが中止・延期になる場
合がありますので了承してください。
※新型コロナウイルス感染
症拡大にともなうイベント
などの中止・変更のお知ら
せは、随時市公式ホームペ
ージで発信します。

人口と世帯数（令和2年4月1日現在）

　4月10日、愛知県独自の「緊急事態宣言」が発令
されました。
　期間は、政府が７都府県を対象に出した法律に基
づく「緊急事態宣言」にあわせて５月６日までとされ、
県民に対して日中・夜間にかかわらず、不要不急の
外出や移動の自粛を求める内容となっています。
　本市ではこれを受け、さらなる感染防止対策とし
て、小・中学校の休業期間の延長を５月６日までとし
たのをはじめ、人と人が接触するような場所をでき
るだけ設けないこととし、地区の公民館やまちづく
り協議会のふれあいプラザなど貸室機能を持つ公
共施設の利用を制限、利用の中止をさせていただ
きました。加えて、図書館は図書の貸出予約・返却の
みの取り扱いとし、かわら美術館についても貸室は
取りやめ、開館時間も短縮しました。
　市民のみなさまには、大変ご不自由をおかけいた
しますが、対策の趣旨をご理解いただきまして、不
要不急の外出の自粛に努め、人と接触する機会を
少なくしていただきますようにお願いいたします。
　また、これまでどおり手洗いや咳エチケットの徹
底と、感染リスクの高くなる３密「密閉・密集・密接」の
状況を避けていただくように徹底していきましょう。
　今、一人ひとりの行動が感染の拡大を防ぐことに
繋がります。引き続き市民のみなさまのご理解とご
協力をお願いいたします。

令和２年４月　高浜市長　吉岡　初浩
※状況に応じ中止内容は変更される可能性があります。

新型コロナウイルス
感染拡大防止に関するお願い

─市民のみなさまへ─
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